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経済論叢(京 都大学)第158巻 第5号.1996年12月

人口高齢化 と 「国民負担率」

成 瀬 龍 夫

は じ め に

厚 生 省 人 口問 題 研 究 所 の 推 計 に よれ ぽ,わ が 国 の総 人 口 は西 暦2010年 ご ろ に

ピー クの1億3000万 入 に達 し,.そ の 後 は史 上 は じめ て 絶対 数 の減 少 を迎 え る。

その 過 程 で は少 子 化 と高 齢 化 が い っそ う進 行 し,2025年 に は,⑪ 一14歳 層 人 口

の割 合 は14.5%に 下 が り,65歳 以.ヒ屑 入[..1の割 合 は25.5%に 達す る と推 計 され

てい る。 わ が 国 が 近 い将 来 に おい て世 界 有 数 の 入口 高齢 国 に な る こ とは疑 い な

い 。

しか し,入 口高 齢 化が わ が 国 経 済 との か か わ りで 現 実 味 を もっ て語 られ る よ

うに な った の は20年 ほ ど前 か ら,具 体 的 には1980年 代 に 入 っ てか らで あ る。 世

代 間 の扶 養負 担 関係 が 将 来的 に ど うな るの か,高 齢 化 に よ っ て社 会.保障 の拡 充

が 必 要 とな るが 公 的負 担 は ど うな.るの か,さ らに は 高 齢 化 とそ の負 担 の増 大 は

経 済 活 力 を阻害 す るので は ない か,と い った 論 点 が 浮 上 した 。 そ う した論 点 を

先 取 りす るか の ご と く,「 国 民 負 担 」 な る言 葉 を採 用 し,「 国 民 負 担 率 の 上 限

50%」 論 を かか げ た のが,1980年 代 初 期 の 第2次 臨 時 行 政 調査 会 の答 申で あ ろ

た 。 以 降,「 国 民 負 担 率 の 上 限50%」 は,将 来 の 高齢 化 社 会 に お ける あ るべ き

公 的負 担 の.水準 あ る い は政 府 規 模 に関 す る黙 契 の 役 割 を担 い,具 体 的 に は社 会

保 障制 度 の 見直 しや 税 制 改 革 を呪 縛 す る役 割 を 果 た して きた。

しか し,あ らた め て振 り返 って み る と,国 民 負担 率 を 一定 水 準 以 下 に抑 え る

とい うの は いか な る根 拠 に も とつ く もの で あ った で あ ろ うか 。 そ もそ も 「国民

負 担 」 は理 論 的 客観 的根 拠 を有 す る概 念 とい え るで あ ろ うか 。 も.しも,そ れ ら
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が十 分 な根 拠 に も とつ くもの で な い な らば,高 齢 化 社 会 に対 す るわ が 国 の公 共

政 策 は.あ るべ き姿 か ら大 き く逸 脱 して展 開 され てい るお そ れ が あ る。

小 論 は,こ う した疑 問か ら論 を ス ター トさ せ,「 国民 負 担 」 の概 念 は多 くの

問題 点 を含 んで お り,ま た 「国民 負担 率」 の上 限設 定 に は しか るべ き根 拠 が 存

在 しな い こ とを明 らか に しょ う とす る もので あ る。 わ が 国 の 高齢 化 社 会へ の対

応 は まず 「国 民 負 担 率 」 の 呪縛 を払 拭 す る必 要 が あ る,と い うの が小 論 の結 論

で あ る。

夏 「国民負担率上限」論の登場

(1)大 蔵 省が政策的意図で使いだ した言 葉

「国民 負 担 率 」 ζは,租 税 負担 と社 会保 障負 担 の 合計 額 が 国 民 所 得 に 占 め る

割 合,あ る い は国 民 所 得 比 率 で の 租税 負 担 率 と社 会 保 障 負担 率 の 合計 の こ とで

あ る。 「国民 負 担 」 や 「国民 負 担 率 」 とい う言 葉 は,少 な く と も1970年 代 前 半

まで の財 政 学 の 専 門 用語 に は なか っ た言 葉 で,そ れ まで あ った の は 国民 所 得 に

対 す る租 税 負 担 の 割 合 を 示す 租 税 負 担 率 で あ った 。

まず この 言 葉 は,社 会保 障研 究 所 調 査 部 長 の 高 木 安雄 氏 が のべ てい る よ うに,

「経 済 学 ・財 政 学 な ど学 術 的 な 分 析 用 語 で は な く,「 増 税 な き財 政 再 建 」 と

「小 さな 政 府』 を 目標 とす る臨 時 行 政 調査 会 の 審議 の 中で 生 み 出 され,国 民 経

済 にお ける 政府 の財 政 規 模=公 的 な負 担 が 大 きす ぎる と経 済 の活 力 が抑 制 さ れ

る と言 う政 策 的 な意 図 を 持つ もの で あ っ た」Pこと,「 財 政 当 局 が 財 政 再 建 と社

会 保 障 支 出 の抑 制 を □的 に使 い 出 した 言葉 で あ り,一 定 の政 策 的 な意 図 の も と

に使 わ れ て い っ た」2之と を確 認 して お きた い。

第2次 臨 調 の 「行 政 改 革 に 関 す る 第3次 答 申一 基 本 筈 申一 」(1982年7月30

1)高 木安雄 「国民負担 その概念生成と今口的課題」1口本経済と社会保障21世 紀への展

望一 』財団法人社会保険福祉協会,1994年,256ペ ージ、、なお,「国民負担率一1概念が政府関係

文書で登場 し定着するに至った過程については,里 見賢冶 「社会保障と 『国民負担∫ 「国民負

担の増大抑制1論 の誘導性と操作性一 」『社会問題研究』(大阪府立大学),第44巻 第1号,19囲

年12月,も 詳 しくフォローしている。

2)同 上,261ペ ージ。
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日)は 次 の よ う にの べ て い た 。

「今 後 我 が 国 が 目指 す べ き活 力 あ る福 祉 社 会 と は,… …必 ず し もよ りr小

さ な政 府』 を 求 め る もので は ない が,西 欧 型 の 高福 祉,高 負担 に よ る 『大

き な政 府』 へ の 道 を 歩 む もので あ っ て は な らな い 。」

「今 日の よ うに肥 大 化 した行 政 を そ の ま ま に して,今 後 増 加 が 予 想 され る

行 政 需 要 に応 じて い けば,国 民 の負 担 は とめ どな く増 大 してい くおそ れ が

あ り,行 政 の在 り方 を見 直 して 将 来 の 国 民 の 負担 を適 度 な もの に とどめ る

必 要 性 が 大 きい 。」

「租 税 負 担 と社 会保 障.負担 とを合 わ せ た全 体 と して の 国民 の負 担 率(対 国

民 所 得 比)は,現 状(35%程 度)よ りは上 昇 す る こ とに な らざ る を え な い

が,徹 底 的 な 制 度改 革 の推 進 に よ り現 在 の ヨー ロ ッパ 諸 国 の水 準(5⑪%前

後)よ りは か な り低 位 に と どめ る こ とが 必 要 で あ る。」

す べ て は第2次 臨調 か ら始 ま っ た とい っ て よい が,こ の 「国民 負 担 率50%以

下」 はあ た か も 「天 の声 」 の ご と く,そ の 後,臨 時行 政改 革 審議 会,新 臨時 行

政 改 革 審議 会,第3次 臨時 行 政 改 革 審 議 会,財 政 制 度 審議.会,あ る い は政 府 の

経 済 計 画 な どに 引 き継 が れ る こ とに な る。 新 行 革 審 の 最終 答 申(ユ990年4月18

日)は,国 民 負担 率 につ い て,「 社 会 保 障 関 係 経 費 が か さ む高 齢 化 の ピー ク時

(2020年 頃)に お い て も50%を 下 回 る こ とを 目標 とす る。 … … これ を50%未 満

に と どめ る た め に は,社 会 保 障 制 度 を始 め と した制 度 ・施 策 の 改 革 は もと よ り,

行 財 政 全般 にわ た り思 い 切 った 改 革 を進 め て い く必 要 が あ る。 この 改 革 努 力 の

下 に,高 齢 化 の ピー ク時 にい た る21世 紀 初頭 の時 点 に おい て は,国 民 負 担 率 は

40%台 半 ば をめ ど にそ の.ヒ昇 を抑 制 す べ きで あ る」 との べ て,行 政 改 革 の徹 底

と りわ け社 会 保 障 の抑 制 を強 調 した 。 第3次 行 革 審 も,こ の 高齢 化 ピー ク 時

50%以 下,21世 紀 初 頭40%台 半ば とい う 目標 数 値 をそ の ま ま踏 襲 す る最 終答 申

(1993年]0月27日)を 出 して い る。
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② 「国民負担 率」 と租税 ・社会保障負担率

わ が 国 の公 式 の財 政 統 計 資 料 は,今 日で は ご く普通 に 国民 負 担 率 に 関す る表

をか か げ て い るが,し か し,国 際 的 に は た だ ち に 理解 さ れ うる もので は ない 。

例 え ば,OECDの 国 際 比 較 統 計 で は租 税 負 担 と社 会 保 障 負 担 の 国 内総 生 産

(GDP)比 率 が 用 い られ て い るが,そ れ は,わ が 国 の よ う に国 民 所 得 比 率 で

租 税 負 担 と社 会 保 障 負担 を合 計 ず る 「国 民 負 担 率 」 で は な い3,。 ま して,海 外

に は,「 国 民 負 担 率 」 の 上 限 を 定 め て 公 的 負 担 の 水 準 を コ ン トロー ルす る と

い った 政 策 的発 想 は存 在 して い な い 。 「国 民 負 担 率 」 とい うの は きわ め て特 殊

日本 的 な,し か も政 策 的 次 元 の概 念 な の で あ る 。

とは い え,OECDの レベ ルで 社 会 保 障負 担 が租 税 負 担 と並 ん で そ のGDP

比 率が 統 計 の対 象 に な る とい う こ とは,そ れ だ け今 日の各 国 の 社 会 保 障負 担 が

国民 経 済 的 に見 て,あ るい は 政 府 の 財 政規 模 との 関連 で 大 き くな って い る こ と

g反 映 で あ る こ とは 間 違 い な い 。 そ こ に は,ヨ ー ロ ッパ を先 頭 に福 祉 国家 が 発

展 し,さ ら に また 人 口 の 高齢 化が 福 祉 国家 を膨 張 させ る一 大 要 因 に な って い る

こ と も感 知 す る こ とが で きよ う.。1970'代 後 半 か ら,先 進 国経 済 が不 況 に陥 る

な か で,ア.メ リ カ,イ ギ リス,日 本 を先 頭 に 「大 きな 政府 」 を抱 え る福 祉 国 家

へ の 批 判 が 高 ま った 。 日本 で は,第2次 臨 調 が 脱 ヨー ロ ッパ 型 福 祉 国 家 とそ れ

に 代 わ る 日本 型福 祉 社 会 へ の転 換 を唱 えた が,わ が 国 の財 政 当局 が 第2次 臨調

の 審 議 で 「国 民 負 担」 の 概 念 を使 い 出 し,そ の 上 限 を設 定 した こ とは,ヨ ー

ロ ッパ の 「重 税 型 福 祉 国 家 」 か らの 脱 却 を 定量 的 に先 取 り しょ う と した もの で

あ った とい うこ とが で き る。

しか しな が ら,「 国民 負 担 」 の 概 念 は,今 後 と も国 際 的 な 理 解 を 得 に くい 性

質 の ものだ とい わ な けれ ば な らな い。 次 第 で 触 れ る よ.うに,租 税負 担 と社 会 保

障 負担 は それ ぞ れ 性 格 が 異 な る もので あ っ て,ひ と く く りにで き るよ うな もの

で は な い か らで あ る。 また,「 国 民 負 担 率 」 が 一 定 水 準 を 超 え る と経 済 活 力 を

抑 制 す る と い う こ と に関 して も,国 際 的合 意 を形 成 す る よ うな理 論 的客 観 的 な

3>高 木安雄,前 掲,2照 ベージ参照。
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根 拠 が 見 当 た らな い の で あ る。

(645)65

II「 国民負担」概念と 「国民負担率」の上限設定をめぐる問題点

(1)「 上限50%」 の根拠

まず 第1の 問題 は,国 民 負 担 率 の 上 限 が なぜ50%で な けれ ば な らな い の か,

そ の根 拠 が示 され ない ま ま に今 日に至 って い る こ とで あ る。 第2次 臨 時 行 政 調

査 会 の 論 議 に おい て も,「 上 限50%」 の根 拠 とな る 予測 デー タや 実 証 研 究 は な

か った%

第2次 臨調 の基 本答 申の 直 前 の1982年7月,厚 生 省 の社 会 保 障 長 期 展 望 懇 談

会 の 「社 会保 障 の将 来 展 望 」 が 発 表 され た が,そ こで は 国民 負 担 率 につ い て は

触 れ られ ず,「 当 面 の 財 政 的 判 断 のみ が 先 行 して,社 会 保 障 の機 能 を 阻 害 し,

将 来 の 国民 の生 活 の安 定 を損 な って は な らな い」 と主 張 され て い た し,社 会保

障 の給 付 ・負担 の定 量 的 見 通 し も保 険料・ベ ー ス の もので あ った 。 に もか か わ ら

ず,第2次 臨 調 の 基 本 答 申で は,に わ か に国 民 負 担 率 にう い て 具 体 的 な上 限 の

数 値 が 提 起 され た の で あ る。 本 来 な らば,将 来 人 口 予 測 を も とに社 会 保 障 の将

来 目標 とそ の定 量 的見 通 しが な され,さ ら にそ れ を ふ ま え て租 税 負 担 率や 社 会

保 障負 担 率 の予 測 が な され るべ きで あ ろ う。

社 会 保 障 に 関す る定 量 的 な 見 通 しは,ユ994年 の厚 生省 の 高齢 社 会 福 祉 ビ ジ ョ

ン懇談 会 の 「21世紀 福 祉 ビ ジ ョ ン」 にお い て よ うや く示 さ れ た 。 「21世紀 福 祉

ビ ジ ョン」 は,今 後 の 社 会 保 障 の 長期 的 な 見通 しと して,現 行 制 度 に加 え て3

つ の ケ ー ス(ケ ー ス1:年 金 支給 開 始 年齢 の引 き上 げや 医 療 費 の 削 減 と介護 ・

保 育 サ ー ビスの 改 善 の 場 合.ケ ー ス 皿:年 金 ・医 療 は現 行 の ま まで 介 護 ・保 育

対 策 を強 化 す る場 合 。 ケ ー ス 皿=年 金 支 給 開始 年 齢 の引 き上 げ と医療 費削 減 を

行 い,介 護 ・保 育 対 策 を 見 送 る場 合)を 提 起 し,そ れ ぞ れ につ い て の2025年 段

4).第2次 臨調では,当 時の ヨーロッパ福祉国家の国民負担率が,ス ウェーデンを除いて50%前 後

で,西 ドイツ経済が政府総支出が(:NPの50%を 超えたころからおか しくなってきたのでそれを

上回らない程度にするとい う,西 ドイ:ソを強く念頭においた話がなされた,と 伝えられている。

〔高木安雄,前 掲,279ペ ージ参照。)
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階 で の 国 民 負 担 率 を推 計 して い る。

これ に よ って,わ れ わ れ は厚 生省 の社 会 保 障 の将 来 目標 の 選 択肢 とそ れ ぞれ

の 国民 負 担 率 に 関 す る見 通 しを初 め て知 る こ とが で き るが,し か し,こ れ に

よ って.も,な ぜ 国 民 負担 率 の..ヒ限が50%で な けれ ば な らな い か 不 明 で あ る。 そ

もそ も,国 民 負担 率 を め ぐる議 論 はす で に触 れ た よ う に,経 済 成 長 や経 済活 力

にか か わ って 登場 した 。 したが っ て,国 民 負 担 率 の 上 限 を 設定 す る か らに は,

方 法 論 的 に ま ず そ の上 限 を 超 え れば 日本 の経 済 成.艮や 経 済 活力 に マ イナ スで あ

る こ とが 証 明 され な け れ ば な らな い 。

(2)マ クロ経済との因果関係

国民負担率をめ ぐる議論は,人 口高齢化と社会保障支出,国 民.負担率,マ ク

ロ経済という4つ の定量的因果関係を明瞭にすべ き性格をもっている。とりわ

け国民負担率の一.ヒ限設定との関係では,国 民負担率とマクロ経済との因果関係

が証明されなければ議論にならない。第2次 臨調や行革審は,こ れらの因果関

係の実証を無視 し,高 齢社会福祉 ビジョン懇談会の 「21世紀福祉ビジョン」に

おいても国民負担率とマクロ経済の因果関係にまでにはおよんでいない。.

この4つ の因果関係について統計的実証研究を試みたのは,宮 島洋氏である。

目下のところ参考に資するのは,氏 の研究だけである。氏は,OECD諸 国中

資料的に整備されている国々について,1987年 の高齢者比率,社 会保障関連支

出比率,国 民負担率の関係を検討 し,次 にOECD23力 国について1979-88年

の10年間における国民負担率とマクロ経済指標の関係を調べた。それによれば,

人Hの 高齢者比率と国民負担率の間には正の相関関係が一応認められた。氏は,

高齢者比率→社会保障関連支出比率→国民負担率という因果関係が判断として

成 り立つとし,こ の限 りでは 「高齢化が.社会保障関連.支出の増大を通じて国民

負担率の上昇をもたらす」 とい う通説を承認 している。しかしながら,国 民負

担率 と経済成長率や粗固定資本形成率,家 計貯蓄率,物 価上昇率,貿 易収支G

DP比 率,失 業率との関係については,明 確な関係は検証されなかった。氏は,
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「成長率との関係を含め,国 民負担率 と経済パフォーマンスとのごく弱い負の

相関関係には注意しなければならないが,国 民負担率の上昇,即,経 済の停滞,

活力の疎外 というステレオタイプの議論 ・主張は過剰反応 との謗 りを免れな

い♪,と指摘 している。宮島氏はまた,国 民負担率とマクロ経済の関係について

は実証的根拠が薄弱であるばか りか,国 民負担率と家計の貯蓄行動,労 働供給

の関係,モ ラル ・ハザー ド論などの理論的根拠についても疑問点を提示してい

る㌔

第2次 臨調以来の人日高齢化→国民負担率上昇→経済活力低下とい う支配的

な図式は,宮 島氏が検証 しているよう.に,前 半の人口高齢.化→国民負担率上昇

とい う関係は国際的な経験にあてはまる事実である。人口高齢化を背景に,年

金や医療,介 護サービスなどの社会保障制度が整備 ・拡充されていけば,当 該

国の国民負担率が上昇するのは必然であるといえよう。 しか し,後 半の国民負

担率上昇一・経済活力低 ドという図式は実証的に不確かである。

(3)租 税と社会保険料の違い

「国民負担」の概念的問題の]つ として,租 税 と社会保険料は性質が異なる

ことがあげられる。性質が異なれば,両.者 を一体 として論 じることには問題が

生まれる。租税は,納 税者にとって特定の反対給付のない負担である。それに

対 して,社 会保険料は拠出者にとって個別具体的な反対給付が保障された負担

である。社会保険方式が 「受益 と負担の関係が明白」 とか 「権利性が明白」と

いわれるのは,こ うした個別具体的な反対給付の保障が存在するか らである。

負担する側に.とってみれば,個 別具体的な反対給付 を受ける権利が保障される

負担か,あ るいはそうでない負担か,は きわめて重要な問題であるといってよ

い。

ただし,こ れに関して,次 のような異論がある。野口悠紀雄氏は,年 金制度

5)宮 島 洋 『高齢 化 時代 の社 会 経 済 学 」 岩 波 書 店,1993年,39ペ ー ジ。

6)同 上,40-43ペ ー ジ 参 照 。
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が積立て方式で運営されておらず,実 質的には所得移転を意味する賦課方式に

なってしまっているとして,「税 と社会保険料の間に徴収方法の違いを除いて

本質的な差はな く,し たが って両者を一体として論じなければならない……行

革審や福祉 ビジョン懇談会は,社 会保険料は受益 との関係が明瞭な負担である

としているが,こ の認識は誤っている。移転の財源である以上,勤 労所得に対

する直接税 と捉えるべきだ」'乏のべている。また,受 給は保険料を支払 った当

然の権利ではなく,将 来負担をする世代の承認を得る必要がある制限的なもの

である,と している。

わが国の公的年金制度が,積 立て方式 と賦課方式をミックスした 「修正積立

て方式」 と呼ばれる実体になっていることについては,氏 の指摘する通 りであ

る。 しか し,世 代聞の所得移転がなされるようになっているという理由だけで

は,社 会保険の本質を変えるものとはいえない。公的年金保険制度のこうした

状況は国際的に見て異例ではなく,む しろ保険原理が理想.通りに機能しない社

会保険にあ りがちな現象なのである。もし,社 会保険を私保険 と同じように保

険原理が完全に働 くものと想定 しているならば,そ れは社会保険についての基

本的な理解不足であろう。公的年金制度が積.立て方式 と賦課方式をミック.スし

世代間移転で財源がまかなわれても,や はり,受 給は保険料を支払 った権利で

あることには変わ りはない。給付の内容や水準が保険加入時と異なって良 く

なった り悪 くなった り変動す るの も,杜.会 保険ではある程度避 けられない現

象であ り,そ れ もやは り民間保険と異なる社会保険の性質か ら生 じる問題で.

ある。

7〕 野 口悠紀雄 「税体系」 貝塚啓明 ・金 木良嗣編r日 本 の財政 シス テム」東京.大学 出版会,1994年,
53-54ペ ー ジ。U.K,ピ ックスは,社 会保険料 うちの.従業員保険 料について は,強 制的性格 を

もってい るので租 税 に分類 すべ きで ある と し,「勤労所 得 に対す る人頭 税1で あ ると してい る

(巽博一 ・肥後和 夫訳 噺 版財政学1東 洋経 済新報杜,1962年,235ペ ー の 、強制的性格 にのみ

注 目すればそ うであろ うが.保 険料 は個別具体的な反対給付を伴 うとい う性格 に注 目すれば,租

税 との性 格の相違 も無視 しえない.し か も雇用 眠の負 担す る保険 料は間接賃金 と しての性格 を

もってお り,組 税 として分類す るだ けで はす まない と思われる。
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(4〕 公的負担 と私的負担

「国 民負 担」 とい い なが ら,国 民 の 負担 の うち考 慮 さ れ て い る の は公 的 負 担

の み で あ り,私 的負 担 が ま っ た く考 慮 外 で あ る こ と も,問 題 点 と して あげ な け

れ ば な らな い で あ ろ う。 社 会 保 障 が カバ ー す る国民 生活 の分 野 は,公 的 負 担 が

多 けれ ば 私 的負 担 は少 な く,逆 に公 的 負 担 が 少.なけ れ ば私 的 負担 が 多 くな る と

い う関 係 が あ る 。 なぜ な らば,社 会 保 障 は 個 人 や家 庭が 私 的 に負 担 してい た も

の を 社 会 的 公 的負 担 に代 替 させ て きた もの で あ るか らで あ る。

公 的 負 担 の水 準 が 低 く,私 的負 担 にゆ だ ね られ て い るた め に,ト ー.タル な国

民 の負 担 が よ り高価 に な って い る例 と して,全 国 民 対 象 の 公 的 医療 保 障制 度 を

もた ない ア メ リカが あ げ られ るで あ ろ う。 ア メ リカ の1992年 の 国 民 医療 費 の名

目GDP比 は14.0%と,同 年 の 日本 の6.9%,OECD平 均 の8.4%よ りもは る

か に 高 くな って い る。 総 医 療 費 の うち,公 的支 出 で まか な わ れ て い る部 分 は

45.7%(日 本71..2%,.イ ギ リス84.4%,旧 西 ドイ ツ71.5%,フ ラ ンス74.4%)

に過 ぎ ない 窪'。ア メ リ カの ク リ ン トン政権 が,公 的 医療 保 険 の導 入 を はか ろ う

と して 挫 折 した 背 景 に は,私 的負 担 の増 大 に引 きず られ て 国 民 医療 費 が増 筒 し

てい くの をな ん とか 食 い止 め よ う とす る事 情 が か ら んで い た 。

公 的 負 担 の水 準 が 高 くな っ て も,そ れ に よ っ て私 的 負 担 が 軽 減 さ れ れ ば,国

民 的 に は負 担 は 重 くな らな い 。 いず れ に して も,「 国民 負 担 」 「国民 負 担 率 」 と

い う言 葉 を 用 い るな らば,私 的負 担 も視 野 に入 れ,社 会 保 障 水準 や 生活 水 準 を

め ぐ る公 的 負 担 と私 的負 拠 の 関 係 性 を 経 済 的社 会 的 に 明 らか に す べ きで あ ろ

うり,。.最近,社 会保 障審 議 会 の社 会保 障将 来像 委 員 会第2次 報 告(1994年9月

8日 〉 が,公 的 負 担 の 削 減 は私 的負 担 の 増 大 につ なが る こ と を指 摘 し,「 国 民

の 費 用 負 担 とい う場 合 に は,公 私 の 費用 を併 せ て考 え るべ きで あ る」 とのべ て

い るの は.至極 妥 当 で あ る 。

8)経 済企画庁 編 「世界経済 白書」(平 成7年 版〉,146ペ ージお よび154ペー ジ。

9)里 見賢治,前 掲,17-23ペ ー ジ参照。氏ば,租 税 ・社 会保障負担 は,「負担」 の問題であ るより

は,国 民締済内部における 「還流」 の問題であ るとし,所 得再サ配を仕組み として もつ公的負担

による社会的扶養 と所得分 配の歪み を放置 した私的負担 による扶養 との違いを重視 してい る。
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〔5)「国民負担」と所得の再分配

社会保障の重要な経済的機能は共同的消費の組織化を通じて所得の再分配を

行 うことである。社会保険には,年 金のように世代間に.及んで再分配がなされ

る制度 もあれば,医 療保険のように健常者 と病人の問でそれがなされる制度 も

ある。 この場.合世代間や健常者 と病人の間といった再分配の次元の他に,水 平

的か垂直的かという次元が存在する。租税一般財源でまかなわれる生活保護や

社.会福祉は中高所得者層か ら低所得者層への移転がなされ,垂 直的再分配の性

格をもつ。社会保険においても,企 業負担は垂直的再分配の機能を担っている

といえよう。いずれにしても,社 会保障は,こ うした所得再分配を行うことが

制度的機能の重要な特徴であって,再 分配の効果 と効果を高めるための財源調

達方式とは社会保障制度の経済的根幹をなしている。

しかし,「国民負担率」の概念には,こ うした所得再分配の効果とそれにか

かわ.る財源調達方式の議論が組み込まれていない。1990年 代に入ってから財政

制度審議会の報告や行革審の答申で,「 国民負担率」の今後の上昇は,租 税負

担率よりも社会保障負担率,要 するに社会保険を主体に負担を高めていくこと

が,「 受益と負担の関係が明白」 という理由で強 く主張されるようになった。

しか し,そ れらは,の ぞましい社会保障水準を達成するための租税 と社会保険

料の最適な組み合わせを意図した ものではない し,再 分配の効果を積極的に高

めようとするものでもない。

国民負担率が上昇するとして,そ れが主に社会保障負担率の上昇によるもの

とすれば,社 会保障水準が同時に上昇するであろうということは想定できる。

しかし,そ れが租税負担率の上昇によるものとして,租 税負担の増加分が社会

保障財源に充当されなければ,社 会保障水準にはなんら関係なくなる。税負担

水準 と社会保障水準 とは本来次元が異なるからである。また,社 会保障負担率

が上昇しても,そ れが垂直的な再分配効果を伴 うものでなかった りすると,負

担の不公平が国民的に問われることになろう。社会保険は,企 業の保険料の拠

出割合が低ければ,大 きな所得再分配効果をもたないし,給 付水準の改善もた
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い して期待できない。

再分配の効果 とその効果を高めるための財源調達方式を明瞭にすることは,

非常に困難な問題である。社会保障の財源調達方式をめぐって一...般に問題とな

るのは,租 税 と社.会保険料の組み合わせである。しか し,今 日までの財政学上

の研究から知 りうるのは,社 会の全構成員を対象とするものは.般 税,社 会の.

一部構成員を対象に受益と負担の関係を明確にする場合は保険料 ,さ らには社

会内の特定グループの費用負担配分を最適化する場合には□的税によるのがの

ぞましい,と いった点である。しかし,そ の最適な組み合わせの基準 となると,

必ずしも明確にされていない。なぜならば,社 会保障はナショナル ・ミニマム

保障,す なわち国民生活の最低水準保障を理念 としているが,こ のナショナ

ル ・ミニマムをどのように決めるのか,ど のような財源調達方式で実現するの

かが明確ではない一実際には国民的合意が困難である一か らであるw;。

医療保障を国際比較すればわかるが,イ ギリスの国民保健サー ビス(NH

S)よ うに国の一般財.源でまかなう方式 もあれば,わ が国のように社会保険方

式をとっている国もある。あるいは,社 会保険だけでは完結 しえず,社 会保険

と一般財源とを併用 しなければならない場合 もありうる。現在わが国で構想さ

れている公的.介護保険制度も保険料だけで制度をまかなうことは困難で,一 定

割合の国庫負担を投入せざるをえず,さ らには..般財源による生活保護制度や

社会福祉の措置制度の併用も必要になるや も知れない。

m「 国民負担」とその限界

〔1〕人口高齢化の国民経済への影響

人 口高 齢 化 が わ が 国 の経 済 と財 政 にい か な る影響 を お よぼす か につ いて,政

府 の マ ク ロ分 析 が 初 め て登 場 した とい って よい の は,平 成7年 版 『経 済 白書』

にお い て で あ る。 そ の結 果 が ど うで あ った か は,小 論 の文 脈 か らい っ て もお お

い に興 味 が もたれ る ので,簡 単 に触 れ て お きた い。

10)大 川政三編 「財政論』冶.斐閣,1970年,617ペ ージ参照。

.

1、
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『経済自書』は,ま ず,経 済面から見て人r.塙齢化の.どこが問題であるかと

問い,「2つ の懸念」 として扶養負担の増加のおそれと経済成長の鈍化のおそ

れをあげている。後者の,高 齢化が経済成長の鈍化につながる経路として,①

マクロの労働力率の低下率が高まる。②マクロの貯蓄率が低下 し,こ れが金利

上昇と投資の抑制を通じて資本装備率を低め,労 働生産性 を低下させる。③創

造性を発揮できる人材の減少によって技術進歩率が低下す る。④政府規模の拡

大が経済活動を非効率にする,な どの可能性 を指摘 している。 『白書』は,高

齢化による扶養負担の増大に関しては,労 働生産性と労働力率の動向が楽観的

見通 しと悲観的見通しを分ける鍵 としている。マクロ経済への影響に関しては,

先の経路を立ち入って吟味 し,高 齢化の技術進歩率への影響では 「創造性喪失

効果」(高齢化で創造性や積極性の発揮が乏しくなる)は 存在せず,「規模の経

済喪失効果」(労 働力人口増加率の峠下による集団的な力の低下)を 上回る

「労働節約促進効果」(労働力人[増 加率の低下が,労 働力に頼らない生産方

法の開発を促す)が あって,全 体的には技術進歩率を高めること,貯 蓄率への

影響では高齢化がマクロの家計貯蓄率を低下させる方向に作用することが予想

されること,し かし投資に関しては金利動向が国内だけでな く国際的条件をも

つために予測しがたいこと,な どの論点を展開 している。結局,総 合的な分析

か らいえるのは,シ ナリオには 「多様な可能性」が考えられ,「純粋に人口の

高齢化だけを考慮すると,そ の経済成長への影響は必ず しも悲観的なものとは

限らない」11,というのが,『 白書』の結論である。

次に,「 白書』は,人 口高齢化の財政への.影響を分析 している。そこでは,

まず老年人口割合と社会保障給付費のこれまでの対応関係を振 り返 り,老 年入

口割合1%ポ イントの上昇が社会保障給付費のGDP比1%ポ イントの上昇 と

おおむね対応 してきたことを検証 し,次 に将来見通しについては 「21世紀福祉

ビジョン」の3つ のケースの仮定を紹介 し,さ らに先進国のクロスセ.クショ

ン・データで老年.人1.1割合が高い国ほど社会保障支出のGDPに 占める割合が

11〕経済企画庁編 『経済白書1〔平成ア年版),372ページ。
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高いことを示し,あ と世代間の所得再分配が将来の財政負担を通 じて 「見えな

い政府債務」をどの程度生じさせるか,を 推計 している。

平成7年 版 『経済白書』の分析の結論は,要 するに,人 口高齢化の経済成長

への影響ぽ必ず しも悲観的とはいえないが,財 政への影響については 「厳 しい

課題が待ち受けている」というものである。

だが,『 白書」の分析が得た結論は,.入1.1高齢化は社会保障給付費を増大さ

せ国民負担率を上昇させるということであって,人 口高齢化が経済成長にマイ

ナスであるという...一般的な因果関係は得られず,あ るいは国民負担率の一定限

度を超えた上昇が経済を阻害するという関係 も明らかにされなかった。人口高

齢化がわが国の財政に長期的に厳しい影響をおよぼすことについては首肯でき

る。 しか し,こ の 『白書』の分析結果を もって して も,マ クロ縄済視点か ら

「国民負担率」の概.念を採用し,そ のL限 を設定 しなければならないという理

由は生 じない。

「

1

② 租税負担率と担税限界力

以上のように,「国民負担」の概念とともに 「国民負担率」の限界論も理論

的実証的な根拠を見出す ことがで きない。だが,か といってここで論を[Lめ る

わけにはいかない。それは,議 論を振 り出 しにもどすわけではないが,.人 口の

高齢化によって国民の租税負担や社会保障負担が増えるとい う見通 しに立つ限

り,国 民の負担能力か ら見て適度の負担水準がどうか とい う問題や負担の構造

がどうあるべ きか という問題に熊関心ではあ りえず,ま た,「 国民負担率」が

際限なく高 くなることが国民経済に無影響であるはずはないからである。

とはいっても,こ こではいまのべた点を全面的に論 じる準備 もないので,問

題 を限定して,「国民負担率」の.ヒ限論に類似 した財政学上の議論 として,租

税負担率 と担税能力をめ ぐる議論を想起 してみよう。

租税負担率の限界,す なわち国民所得のうちどれだけの割合を租税で吸収す

ることがで きるか とい う問題は,第2次 阯界大戦後 しばらく財政学の トピック
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スで あ った 。 まず 最 初 に こ れ に 関 して,「 国民 所 得 の25%が 限 界 」 で あ る とい

う有 名 な 命題 を提 起 したの は コー リ ン ・ク ラー クで あ る。 ク ラー クは,次 の よ

うに のべ て い た。

「… …課 税 の 安 全 な最 高 限度 は,国 民 生 産 の25%で あ る こ とを 証 明 す る立

派 な経 済 学 上 の証拠 が あ る。

こ の25%の 数 字 は,多 くの 国 々 の経 験 に基 づ くもの で あ る 。 国民 所 得 に

対 す る この 割合 を超 え た課 税 が2,3年 以 上 に わ た って行 わ れ る と,平 価

の切 下 げ お よ び物価 の騰 貴 とい う現 象 が 続 い て 現 れ て くるで あ ろ う。 そ し

て も し国民 所 得 に対 す る この課 税 の割 合 が25%以 下 に引 下 げ られ る と,た

だ ち に これ らの 現 象 が お さ まる こ とが わ か るで あ ろ う。 この よ うに 過 重 な

課税 の下 に おい て,平 価 の切 下 げ お よ び物 価 の騰 貴 とい った 現 象 が 現 れ て

くる理 由 は,過 重 な 課税 が い ろ い ろ の面 か ら経 済 の 安 定 を 阻 害 す る か らで

あ る。」12】

しか し,そ の後,ク ラー ク命 題 に対 して は,統 計 的 実 証 方 法 の 不 卜分 さ や理

論 的根 拠 の薄 弱 さ な どが 指 摘 され て きた 。U.K.ヒ ッ クス な どは,「 政府 当局

の使 い うる金 額 に は究極 的 な 限度 が あ るの が 当 然 で あ るが,そ の 限 度 は,市 民

の生1舌維 持 に 残 して おか ね ば な らな い 額 に よ って 決 め られ る。 この 『担 税 能

力 』 の限 度 内 で,お そ ら く も う一 つ の 限 度 が あ るが,そ れ は,市 民 が所 得 の う

ちの い くば くを欲望 の共 同充 足 にあ て よ う とす る意 向 を もっ て い るか の割 合 に

よ っ て決 め られ る」L3,との べ て,ク ラー ク よ り もは は るか に高 い水 準 で の 租 税

負 担 率 の可 能性 を 示唆 した 。 「担 税 力 限 界 は国 民 所 得 の 一 定 比 率 で は あ りえ な

い し,ま して,一 定 水 準 の もの で は あ りえ な い野 とい う主張 に見 ら れ る よ う

に,今 日の財 政 学 で は,租 税 負 担 率 に 一 定 の 上 限 が あ る とす る考 え を排 除 す る

12>コ ーリン・クラーク著,加 藤清訳 『社会保障と租税』日本評論新社,1956年,5ペ ージ。なお,

このクラーク命題については,一 河秀洋氏がそれに寄せられた批判的な論点を紹介しつつ検討を

加えている。詳 しくは,同 氏の 『比較財政論」白桃書房,1975年,第5章II.#E税 負担率と担税

力限界」の節を参照されたい。
13)U.K.ヒ ックス著,巽 博一 ・肥後和夫訳,前 掲,16ペ ージ。

14)・ 河秀洋,前 掲,196,一 ジ。
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傾 向 も存 在 す る、結 論 的 に い え ぼ,「 国 民 所 得 の25%が 限 界 」 とい う ク ラー ク

の 主張 は財 政 学 上 の 合意 を形 成 す る に至 ら なか った とい って よ い。

た だ し,今 日的 視 点か らい っ て,ク ラ ー クの 主 張 は重 要 な示 唆 を有 して い る。

わ が 国 を 先頭 に,先 進 各 国 の財.政は,租 税 負 担 率 が 上昇 す る一 方,巨 額 の 累 積

赤 字 に よ って い つ何 時 イ ンフ レが 発 生 す るか も しれ な い とい う 「時 限爆 弾」 を

抱 え た状 況 に あ るか らで あ る。 ク ラー クが 国民 所 得 の25%を 上 限 と した の は,

そ れ 以.Eに な る と.貨幣 価 値 の 不 安 定 を 惹起 す る こ とを危 惧 した か らで あ る。 政

府 ほ,国 民 の租 税 負 担 に 限界 を感 じ る と,租 税 負担 を先 取 り して借 入 に財 源 を

求 め よ う とす る 。 しか し,赤 字 財 政 はあ る水 準 を越 え る とイ ンフ レ誘 発 効 果 を

もち,貨 幣 価値 を 減 少 させ て 国民 経 済 や 国 民 生 活 に さ ま ざ ま なマ イ ナ スの 影 響

をお よぼ す 可 能性 を もつ 。 こ う した 状 況 は,も は や租 税 負 担 率 が 経 済 的 マ イナ

ス を招 くとい う意味 で,経 済 的 に見 た 担 税 能 力 の 限 界 とい え るで あ ろ う。租 税

負 担 率 の 限 界 を イ ンフ レを発 生 させ な い レベ ル とす る の は,オ ー ソ ド ックス な

限界 論 の一 つ で あ る と思 わ れ る。

クラ ー ク の,租 税 負 担 率 は 「25%が 限.界」 とす る主 張 は,重 税 型 福 祉 国家 に

対 す る先 鞭 をつ けた 批 判 で もあ った。 彼 は,福 祉 国 家 が重 税型 に陥 らない た め

の代 替 方 策 を提 起 した 。 こ れ は別 途 に検 討 され るべ き今 口的価 値 を 含 ん で い

る1%し か し,さ しあ た りは,ク ラー クの 主 張 は 重 税 が イ ンフ レを 誘 発 して 国

民 経 済 の混 乱 と国民 生活 の不 安 を招 くおそ れ が あ る とい う,イ ンフ レ警 告 説 と

して受 け取 って お くべ きで あ ろ う。 た だ し,今 日の先 進 各 国が 巨 額 の 財 政 赤 字

を抱 えて い る とい って も,福 祉 国 家 自体 は必 ず し も イ ン フ レ国 家 とい うこ とは

で きな い し,租 税 ・社 会 保 障 負 担 率 を上 昇 させ る社 会保 障 の発 展 が 必 ず し も宿

命 的 に イ ン フ レを招 く とい う こ と もで きな い。

15)こ の点 につ いて は,池 上惇 『減 税 と地域福 祉の論 理 三嶺 書房,1984年,第1章 第2節 の

「コー リン ・クラークの減税の論理」 を参照 されたい。
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IV新 たな高福祉 ・高負担ビジョンの必要性

わが国には昔 「貧乏人の子沢山」という言葉があった。今後は定めし 「豊か

な国の老人沢山」 ということになろう。「高齢化危機」が叫ばれてきたが,国

民の扶養負担感からいえば,沢 山の子どもの扶養が私的扶養として個々の貧し

い家計にのしかかっていた昔の方がかえって大きかったと思われる。現代では,

日本は経済大国 となり,老 人の扶養は,一 部が私的な負担にまかされていると

しても,年 金制度や社会保障制度の整備によって社会的扶養の形態が発達して

いる。したが って,現 在の老人扶養は,個 々の家計単位の私的扶養の問題では

な く,社 会的扶養の発達に件う国民経済的な問題になっている。ただし,そ う

だからといって,個 々の家計と無関係になるわけではない。社会全体からその

費用が調達されるので,個 々の家計は税金や社会保険料の負担,い わゆる 「国

民の負担」 といったかたちで関係をもつ ことになる。

こうした 「国民の負担」が人口高齢化に件いどう変化するのか,負 担の増加

が.見込まれるとき,租 税負担と社会保険料のような税外負担の組み合わせをど

うしてい くのかといったことを検討することは,そ れ自体必要な課題である。

しか し,本 稿で考察してきたように,初 めに国民負担率ありき,の 議論は何

ら根拠をもっていない。「国民負担率先決」論が先走れば,高 齢化に対応 して.

日本の社会保障のいっそうの充実が必要であるのに,入 り口のところでその目

標や努力をめぐる議論をシャット・アウトしてしまうことになる。社会保障将

来像委.員会第2次 報告が,国 民負担率に関して 「数量的な目標を定めて もあま

り意味がない」 と指摘 したのは,そ うした懸念にもとづいたものであると推測.

される。

では,今 後はいかなる方向での議論が求められるであろうか。

まず第1に,.「 国民負担率」を媒介項とした,人 口高齢化が経済成長を鈍化

させるといった議論はもはや不要である。その理由については,本 文中で論 じ

たのであらためて繰 り返すまでもない。
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社会保障給付 費.租 税 ・社会保障負担率等の国際比較(%〉

国 名

社 会保 障給 付費
の対国民所 得比

1991年 度

老 年 人 口比 率
1:65歳以 上

人 口比 率)
1991年

租税 ・社 会保障負担 の
対 国民所 得比 〔:199]年)

..一...

.『.

租税負担

.　.

社会保障
負 担 計

日 本 13.8% 12.6財 27.1% 11.6% 38,7妬

1993年 度 15.2 13.5 24.3
1

ユ2.1 36.5

ア メ リ カ 18,012.6 25.6 10.6 36.2

イ ギ リ ス 24.5 15.7 40.0 10.7 50.7

ド イ ツ 29.7 15.o
ウ29

.1
零

21.7
艦

50.8

フ ラ ン ス 34.9 14.2
零34

.2
寧28

.4
寧62

.6

ス ウ ェー デ ン 49.o 18.2 52.8 21・7-L 74.5

(注)1.ド イツおよびフランスの租税 ・社会保障負担の対国民所得比 〔*)に ついては,

1990年の数値である。

2,ド イツについてぽ,199〔}年までは旧西 ドイツ,1991年 からは統 一ドイツ 〔旧東 ドイ

ツをふくむ)の 数値である。

3.租 税 ・社会保障負担の対国民所得比は大蔵省調べによる。

〔出所)経 済企画庁編 『経済自書」(平成8年 版)

第2に,新 た な 高福 祉 ・高 負担 の ビ ジ ョン を検討 す べ きで あ る。 最 後 に,そ

の 理 由 に つ い て触 れ て お こ う。

わ が 国 の 現在 の租 税 ・社 会 保 障 負 担 率 は,国 際比 較 に お い て きわ め て 低位 に

あ る 。1991年 の それ は38,7%,1993年 は36.5%で,ス ウェ ー デ ン74,5%(1991

年),フ ラ ン ス62.6%(1990年),ド イ ツ50,8%(19田 年),イ ギ リ ス50,7%

(199ユ年)な ど と比 較 して もそ の低 位 ぶ りは一 目瞭 然 で あ る(表 を参 照)。 ア メ

リ カは36.2%(1991年)で 日本 よ りも低 い が,こ れ はす で に触 れ た よ うに,公

的 医療 保 障 制 度 が ない た め に租 税負 担 率や 社 会 保 障 負 担 率 が 相 対 的 に低 くな っ

て い る た めで あ る。 こ う した 現状 か らい え る こ とは,今 後 高齢 化 に対 応 して社

会保 障 水 準 を国 際 的 水 準 に高 め て い くの に,わ が 国 は まだ.負担 率 を大 幅 にあ げ

る 余地 が あ り,ま た,あ げ る必 要性 が あ る とい う こ とで あ る。

「国 民 負 担 」 の概 念 は 議論 と して は排 除 され るべ きで あ るが,将 来 にわ た っ

て社 会 保 障 のた め の 財 源 を どの よ うに確 保 して い くか とい う問題 は,ま だ解 決
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され て い な い 。 そ して,高 福 祉 の 実 現 の た め に は 高負 担 が 必 要 で あ る とい う,

リア ル な現 実 認 識 も必 要 で あ る。 か つ て わ が 国 で1970年 代 に 「高福 祉 高 負 担 」

論 が 唱 え られ た と きは,国 民 には 不 人 気 で不 発 に終 わ った 。 そ れ は,高 福祉 の

B標 や 内容 が 不 明 で,既 負 担 の 不 公 平 を 放置 した ま ま 国民 に高 負 担 を求 め よ う

と した か らで あ った16,。そ う した轍 を繰 り返 して は な らな いが,そ の た め に は

す で に論 じた よ う に,一 方 で 高 齢化 社 会 にふ さわ しい 社 会 保 障 の将 来]標 を積

極 的 にか か げ る と ζ もに,他 方 で は所 得 再 分 配 の 効 果 を明確 に した財 源 調 達 方

式 を軸 とす る,新 た な 高 福 祉 ・高負 担 の ビジ ョン形 成 が 求 め られ て い る。

16)三 浦 文夫 ・小 林 節 夫 共編 『高 齢 化 社 会 と社 会 保 障」 中央 法規 出 版,1981年,117-119ペ ー ジ。


